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１ はじめに 

 当署管内のナラ枯れ被害は、令和２年度において国有林だけでも約１万８千本となって

いますが、伐倒処理できなかったその多くが林内に枯死木として残されています。ナラ枯

れ被害木の中には、通直なものや高齢級で大径のものが多数見受けられます。「もったい

ない」思いを抱きながら、これらについて、付加価値を高めて流通できないかと考え今回

の研究発表のテーマとしました。健全木がカシノナガキクイムシによりナラ枯れ被害をう

けると、図１の変遷を経て枯死木となります。今回は被害を及ぼす虫が潜在していない

「過年度被害木」に注目しました。 

 

図１ ナラ枯れ被害林での枯死木の動態 

 

２ 問題点の洗いだし 

 過年度被害木の流通を妨げている問題点を３点に絞りました。 

一つめは安全面です。過年度被害木であっても被害拡大につながるのではないか？ 

二つめは材質面です。腐朽・腐食による材質の劣化はどの程度か、また利用出来るも

のなのか？ 

三つめは風評面です。「被害木」だから使えないと思って最初からあきらめているので

はないだろうか？  

これらの問題は本当にダメなのか？一般材として流通できるのだろうか？その可能性

についてそれぞれ検証しました。 



 

３ 検証結果 

（１） 安全面 

 安全面については過年度被害木を過剰に危険視しているのではないかという仮説のもと、

「ナラ枯れ被害対策マニュアル」等の参考文献、並びに東北５県のナラ枯れ被害材等の移

動に関するガイドラインを確認しました。文献でカシノナガキクイクムシのマスアタック

が地上高２ｍまでに集中すること、羽化脱出が２年目夏までに完了することなどを確認し

ました。ガイドラインをとりまとめた図２からは各県とも当年度被害木の対処方法等、明

記されていました。ほぼ共通することとして、一般材利用の言及が無いこと、流通につい

ては条件付きであることがわかりました。一方で、山形県のガイドラインでは「処理済材、

羽化脱出が済んだ枯死木は「被害材」に含まれない」とされていました。羽化脱出に係る

薬剤処理の手間暇を省きつつ、付加価値の高い木材流通の可能性がここにあることがわか

りました。 

 

図２ 東北５県のナラ枯れ被害材等の移動に関するガイドライン 

  

また、令和３年１０月に行った秋田森林管理署広葉樹採材検討会の際、過年度被害木

を試験採材しましたが、サンプルからはカシノナガキクイムシの新たな潜入痕や残留は確

認されませんでした。後日行った当年度被害木の試験採材では、材の内部にカシノナガキ

クイムシの成虫・幼虫を多数確認しました。これらからすると「当年度」と「過年度」の

違いは明らかで（図３）あり、過年度被害木の安全については問題ないのではないかと感

じました。 



  

図３ 安全面の比較 

（２） 材質面 

材質面について、まず穿孔状況では、一番玉（元玉）の辺材部で多数の穿孔痕が確認

されました。２番玉を縦割りできなかったので推測になりますが、側面のピンホール状態

から２番玉以降の穿孔痕は、全く、或いはほとんど無いのではと思われました。このこと

から、２番玉以降や一番玉で心材部の大きい元玉については、利用できる可能性があるの

ではないかと感じました。また腐朽・変色等では、サンプル材の辺材部で変色が確認され

ましたが、心材部では著しい変色や腐朽は見られませんでした。採材を行った作業者から

は、「通常のものより固い」との感想があり、十分な乾燥状態であることを確認しまし

た。これにより、時期を選ばない伐倒や、原木納入から使用までの期間短縮などで、広葉

樹利用にはむしろ有利になるのではと感じました。固さや色合いなどは、物性試験の結果

を待たなければ判断出来ませんが、「材質面」や「品質面」は大丈夫なのではと感じまし

た。（図４） 

 

図４ 当年度被害木と過年度被害木の比較（材質面） 



 

（３） 風評面 

採材検討会の参加者からは「一般材として使えそうだ」という趣旨の意見がありまし

た。また、市況調査においては、県内の木材市場でナラ枯れの過年度被害木と考えられる

材が出材されているのを確認しました。関係者に風評被害がおよぶことを配慮して詳細な

調査は行っていませんが、開札結果からは被害をうけていない一般材と遜色ない状況で取

引されたことを確認しました。昨今、広葉樹材の引き合いは強いですが、ナラ枯れ材につ

いては主に風評被害を懸念し、市場関係者は手探りの状態にあることが分かりました。 

また、被害木でも興味・関心を持っているのではないかという仮説のもと、県下の広

葉樹業者（５社（うち有効回答４社））にアンケート調査を実施しました。過年度被害木

の関心度については、４社で興味があるとの回答でした。懸念要素については、安全、材

質、色、穿孔状況のほぼ全てに対する懸念があり、「全ての要素がクリアされない限り、

製品化は難しい」という意見がありました。懸念事項が払拭された場合の一般材利用につ

いては、３社で「扱いたい」との回答でした。この結果から、私たちが思う以上に過年度

被害木について興味・関心があることがわかりました。（図５）アンケート調査で過年度

被害木に「興味がある」と回答のあった管内の１社に出向く機会がありましたので、採材

サンプルを持参の上で聞き取り調査を行いました。主な意見は次のとおりです。 

・心材部までピンホールがあるものは、当社の製品として扱えない。 

・被害木と思われるものを試しに製材したところ、生地仕上げをする製品には使えな

かった。 

・「今日の採材サンプルのような色合いや穿孔状況では、価格次第ではあるが、一般材

利用は可能ではないか」 

・「被害材」であることを明記して出材があれば状態を見て購入したい。 

以上のように、一般材利用に前向きな意見がありました。 

 

図５ アンケート調査結果 

（４） まとめ 



過年度被害木は材の内部にカシノナガキクイムシがいないことから、さらに確認する

必要がありますが、ここから被害がまん延する危険性は認められませんでした。また、著

しい穿孔被害を受けていない部材については、十分に通用するのではないかという展望を

持てました。風評面は、すぐに解決できるものではありませんが、安全面や材質面に問題

がなければ、「やがて解決するのではないか」という期待が持てました。しかし、「ナラ枯

れ被害木」への見方は厳しく、懸念事項をどのように払拭するかという課題が明らかにな

りました。以上の点を総合すると、過年度被害木は、解決する課題はありますが、材の用

途によっては一般材としての利用の可能性が高いものと思われました。 

 

４ 今後への期待 

ガイドラインを踏まえつつも、どのようなケースなら過年度被害木の出材が可能か、

これまでに触れてきた安全面、材質面、風評面の順に一歩踏み込んでみました。安全面で

は、しかるべき機関が過年度被害木について「安全宣言」のようなものが表現できないか

です。材質面では、出荷側、利用側双方の材質基準を見極める必要があるのではないかで

す。風評面では、時間は掛かりますが、過年度被害木の利用実績を積み重ねる中で、材

質、歩留まり、規格、用途等のルールを広く定着できないかです。 

供給側が安全面・材質面を見定めた材を出材することによって、風評面の懸念事項解

消につながる糸口が見えました。地域では、依然として広葉樹材需要が逼迫している状況

にあります。そうした中で、過年度被害木がユーザーの理解と協力のもとに受け入れられ

れば、「燃やす」以外の新たな供給源となる可能性となります。資源の有効活用の観点か

ら高付加価値販売への道が開けていくことを期待しています。（図６） 

 

図６ 高付加価値販売への道が開けていくことを期待したい 
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